
広告付避難場所等電柱看板に関する協定 

 

芝山町（以下「甲」という。）と東電タウンプランニング株式会社千葉総支社（以下「乙」

という。）とは、芝山町内における広告付避難場所等電柱看板（以下「看板」という。）の掲

出について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、芝山町内における看板の掲出により、町民に対する災害発生時の地域

の避難場所等を案内表示することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）看板乙の実施している広告事業のうちの乙が事業を営む電柱へ設置する看板（巻広

告）に民間企業などの広告と併せて避難場所等案内表示を記載するものをいう。 

（２）広告主本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。 

 

（避難場所等の情報提供） 

第３条 甲は、看板の掲出のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な

指導・協力をするものとする。 

 

（乙の業務） 

第４条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。 

（１）この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。 

（２）掲出された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行う

こと。 

（３）看板の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。 

（４）新規掲出のあるときは、甲と事前協議を行うこと。 

（５）避難場所等の変更削除があった場合には、必要な修正を行うこと。 

 

（看板の仕様） 

第５条 看板に記載する避難場所等案内表示は、看板掲出場所から極力近い距離の避難場

所等を表示することを原則とする。 

 

（広告の範囲） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。 

（１）法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。 

（２）公序良俗の反するもの又はそのおそれがあるもの。 

（３）政治性のあるもの。 



（４）宗教性のあるもの。 

（５）社会問題についての主義主張。 

（６）個人の名刺広告。 

（７）美観風致を害するおそれがあるもの。 

（８）公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの。 

（９）その他、広告媒体の掲載する広告として不適当であると甲が認めるもの。 

 

（経費等） 

第７条 看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一

切を負担しないものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈

に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。 

 

（有効期限） 

第９条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。甲と乙は、本協定書を

２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

 

平成２６年１２月１５日 
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東電タウンプランニング株式会社 

千葉総支社 

千葉総支社長  轟 和夫 


